
令和４年１１月

お客様各位

宮崎県南部信用組合

当座勘定規定等の改正のお知らせ

当組合は、令和４年１１月４日の電子交換所への移行に伴い、当座勘定規定

等を改正いたしました。

記

１．対象となる規定等

・当座勘定規定(一般用)

・約束手形用法

・小切手用法

２．改正日

令和４年１１月４日(金)

３．規定・用法の改正点

詳細については、新旧対照表をご覧ください。

以 上
























